
平成 29年 10月 1日から、廃蛍光灯の取扱いが変更になります。 

 

以下、その変更点についてご説明いたします。 

 

対象となる蛍光灯は直管、環形、コンパクト形（品番の頭のアルファベットがＦのもの） 

（水銀の含まれないＬＥＤは対象ではありません） 

 

           蛍光灯の保管場所の掲示板については産業廃棄物の種類蘭に「水銀

使用製品産業廃棄物」と記載する。 

           他の廃棄物と混合しないようにドラム缶等の容器に入れるか、仕切

り等を設ける。万が一割れた場合は飛散させないように容器に保管

する。 

      

           弊社に委託する場合は、委託契約書への「水銀使用製品産業廃棄物」

の追加記載が必要です。収集運搬業許可証に「水銀使用製品産業廃

棄物」の記載があるか、申請中の鑑があるか確認する。 

 

 

 

           収集運搬時にマニフェストを交付する際は、備考欄に「水銀使用製

品産業廃棄物」と記載してください。 

           弊社はドラム缶等を用意し、他の廃棄物と混合しないように、また

飛散させないように収集いたします。 

 

 

           弊社に委託された場合、処分業者はＪＦＥ環境となります。 

 

 

 

 

 

※尚、収集運搬業許可証・処分業許可証への「水銀使用製品産業廃棄物」の記載については、

平成34年9月30日まで猶予期間があることもお含みおきください。 

 

 

蛍光灯の保管 

蛍光灯の廃棄委託 

蛍光灯の運搬 

蛍光灯の処分 


